
障がい者福祉のてびき2025変更・修正一覧（2026.4.1時点）

ページ 項目 変更・修正　後 変更・修正　前 係(または担当)

9 障害者総合支援法によるサービス、自立支援給付
サービス追加

訓練等給付の欄、・自立訓練と・就労移行支援の間に・就労選択支援を入れる 安田

10
主なサービス一覧、障がい福祉サービス

サービス追加

自立訓練（機能訓練・生活訓練）の下の行に以下を入れる

サービス名の欄：就労選択支援

サービスの内容の欄：障がい者本人が就労先・働き方についてより良い選択ができるよう、就労アセスメントの手法を活用して、本

人の希望、就労能力や適正等にあった選択の支援を行います。 安田

16

就学前の障害児通所支援に係る利用者負担額の無償化

(２)対象となる期間

満3歳になって初めての4月1日から、小学校入学までの3年間

ただし、①②③は0歳から2歳までの児童(年度内に満3歳に達した児童で、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を含み

ます)も渋谷区の独自助成により無償化を実施します。

(2)対象となる期間

満3歳になって初めての4月1日から、小学校入学までの3年間

安田

17 窓口別サービス一覧表
知的福祉係　内容:移動支援

組織改正により経理係から知的福祉係へ移動。

経理係　内容:移動支援

経理

18

障害者相談員

■身体障害者相談員

本田　道子

幡ヶ谷在住

3320-6444

■身体障害者相談員

渡辺　勝義

板橋区在住

6909-8228

身体

19

渋谷区障がい者基幹相談支援センター

■問い合わせ先

〒150-010 宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

■受付時間(専門相談)※予約制

月曜日～金曜日

9時～17時

■問い合わせ先

〒150-8010 宇田川町1-1 区役所本庁舎5階

■受付時間(専門相談)予約制

月曜日 火曜日　水曜日　金曜日　10時～16時

福祉計画推進係

24

地域総合相談支援係

■事業名(追記)

福祉なんでも相談窓口　20ページ

■問い合わせ先(追記)

地域総合相談支援係(2階)

電話：6452－5072　FAX：3476-4904 社会福祉協議会

30
特別障害者手当（国の制度）

■手当額

月額３０，４５０円（２０２６年４月１日現在）

※物価スライド制で見直されることがあります。

■手当額

月額２９、５９０円(２０２５年４月１日現在)

※物価スライド制で見直されることがあります。

給付

31
障害児福祉手当（国の制度）

■手当額

月額１６，５６０円（２０２６年４月１日現在）

※物価スライド制で見直されることがあります。

■手当額

月額１６,１００円(２０２５年４月１日現在)

※物価スライド制で見直されることがあります。

給付

31

経過措置の福祉手当（国の制度）

■手当額

月額１６，５６０円（２０２６年４月１日現在）

※物価スライド制で見直されることがあります。

■手当額

月額16,100円(2025年4月1日現在)

※物価スライド制で見直されることがあります。

給付

35
障害基礎年金(国民年金) ■対象

③(2036年3月31日までの特例措置)

■年金額（2026年4月1日現在）

1級障害基礎年金1,059,125円

2級障害基礎年金847,300円

・受給権者に生計を維持されている18歳未満の子(その子に障害等級1・2級の障がいがある場合は20歳未満)がいるときは、2人目ま

では243,800円、3人目からは81,300円が加算されます。

■対象

③(2026年3月31日までの特例措置)

■年金額(2025年4月1日現在)

1級障害基礎年金1,039,625円

2級障害基礎年金831,700円

・受給権者に生計を維持されている18歳未満の子(その子に障害等級1・2級の障がいがある場合は20歳

未満)がいるときは、2人目までは239,300円、3人目からは79,800円が加算されます。

国民健康保険課

36
特別障害給付金(国) ■支給額(2026年4月1日現在)

1級障害基礎年金 月額 58,650円

2級障害基礎年金 月額 46,920円

■支給額(2025年4月1日現在)

1級障害基礎年金 月額 56,850円

2級障害基礎年金 月額 45,480円

国民健康保険課

41

小児慢性特定疾病の医療費助成(都の制度)

■対象

区内在住の18歳未満の方で、下記の小児慢性特定疾病(※)に該当する方(18歳に達した時点ですでに医療受給者証の交付を受けてい

る方は、20歳に達するまで延長できます。)

■対象

区内在住の18歳未満の方で、下記の小児慢性特定疾病(※)に該当する方(18歳に達した時点ですでに医

療券の交付を受けている方は、20歳に達するまで延長できます。)

健康推進部地域保健課

43
自立支援医療（精神通院）

問い合わせ先

〇申請窓口

03-3463-1905

問い合わせ先

〇申請窓口

03-3463-1095

精神

44
在宅重症心身障害児(者)訪問事業 心と体の両方に障がいを持つお子さんや医療的ケアが必要なお子さん、そのご家族のために看護師が訪問し、安定した在宅生活が送

れるようお手伝いします。

■対象

重度の知的障がいおよび重度の肢体不自由が重複しており、18歳までにその状態となった、日常生活において特別な介護を必要とす

る方及び医療的ケア児。

心と体の両方に障がいを持つお子さんとそのご家族のために看護師が訪問し、安定した在宅生活が送

れるようお手伝いします。

■対象

重度の知的障がいおよび重度の肢体不自由が重複しており、18歳までにその状態となった、日常生活

において特別な介護を必要とする方。

健康推進部地域保健課

48
重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業

■利用内容

1年度の間に２８８時間（１回あたり２時間から４時間まで３０分単位）

■利用内容

１年度の間に１４４時間(１回あたり２時間から４時間まで３０分単位)

身体

48
重症心身障害児（者）在宅レスパイト事業

■対象

④現在、訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている又は、訪問看護師によるケアや見守り等が必要であると医師が判断してい

る。

■対象

④現在、訪問看護サービスによる医療的ケアを受けている。

身体

54
日常生活用具の給付種目一覧表

種目：特殊便器

その他条件：ウォシュレット(住宅改修を伴うものを除く)

種目：特殊便器

その他条件：温水洗浄便座(住宅改修を伴うものを除く)

身体

55
日常生活用具の給付種目一覧表

種目：自家発電装置※２

その他条件：在宅で人工呼吸器を使用している方

ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電装置

意見書必要

種目：自家発電装置※２

その他条件：在宅で人工呼吸器を使用している方

ガソリン、ガスボンベ等で作動する正弦波インバーター発電装置

身体

55

日常生活用具の給付種目一覧表

種目：蓄電池※２

その他条件：在宅で人工呼吸器を使用している方

蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で定格出力が３００ワット以上のもの

意見書必要

種目：蓄電池※２

その他条件：在宅で人工呼吸器を使用している方

蓄電機能を有する正弦波交流出力の電源装置で定格出力が３００ワット以上のもの

身体

55

日常生活用具の給付種目一覧表

種目：カーインバイター※２

その他条件：在宅で人工呼吸器を使用している方

自動車用バッテリー当の直流(DC)電源を正弦交流(AC)電源に変換できるもの

意見書必要

種目：カーインバイター※２

その他条件：在宅で人工呼吸器を使用している方

自動車用バッテリー当の直流(DC)電源を正弦交流(AC)電源に変換できるもの

身体

55

日常生活用具の給付種目一覧表

項目追加

種目：クールベスト

その他条件：体温調整が著しく難しい者

意見書必要

身体

55

日常生活用具の給付種目一覧表

項目追加

種目：紫外線カットクリーム

その他条件：紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

１年度に１回基準額まで

意見書必要

身体

1 / 4 ページ



障がい者福祉のてびき2025変更・修正一覧（2026.4.1時点）

ページ 項目 変更・修正　後 変更・修正　前 係(または担当)

56
日常生活用具の給付種目一覧表

種目：人口喉頭

耐用年数４年　基準額８,１００

種目：人口喉頭

耐用年数４年　基準額８,１ｚ００

身体

56

日常生活用具の給付種目一覧表

種目：紙おむつ又は洗腸用具

その他条件：脳原性又は二分脊椎による排尿機能障害もしくは排便機能障害のある肢体不自由の方

直腸又は膀胱機能障害かつ、ストマ用装具を装着できないため、常に紙おむつ等を使用している方

紙おむつ・サラシ、ガーゼ・脱脂綿等衛生用品・洗腸装具のいずれかの物品

種目：紙おむつ又は洗腸用具

その他条件：脳原性又は二分脊椎による排尿機能障害もしくは排便機能障害のある肢体不自由の方

直腸又は膀胱機能障害かつ、ストマ用装具を装着できないため、常に紙おむつ等を使用している方

身体

57

住宅設備改善費

■種類と対象

小規模改修の対象者欄

③難病患者で、①又は②と同等の障がいのある方

■種類と対象

小規模改修の対象者欄

③難病患者等で、下肢又は体幹に係る障がいのある方

身体

59

紙おむつ購入費の助成

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域支援事業課　地域福祉係

〒150-8010　宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域共生推進課　地域福祉係

〒150-8010 宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

身体

60

やすらぎサービス(住民参加型在宅福祉サービス)

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域支援事業課　地域福祉係

〒150-8010　宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域共生推進課　地域福祉係　やすらぎサービス担当

〒150-8010 宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

社会福祉協議会

61

生活福祉資金の貸付

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域支援事業課　地域福祉係

〒150-8010　宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域共生推進課　地域福祉係

〒150-8010 宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

社会福祉協議会

63

緊急介護人の派遣

■給付券の内容

名称:宿泊介護給付券(12時間券)

交付内容:21時～翌日9時の間で使用。年3枚交付。

■給付券の内容

名称:宿泊介護給付券(12時間券)

交付内容:21時～翌日9時の間で使用。年3枚交付(必要なときに交付します。)

給付

69

移動支援

■対象

①身体障害者手帳の交付を受けている視覚・聴覚障がい・体幹又は下肢に障害があり肢体不自由１級又は２級に相当する方

③精神障害者保険福祉手帳の交付を受けている方

■移動支援を利用できる「外出」の範囲

通学支援

都内の特別支援学校又は公立小学校・中学校への通学のうち、①～③に該当するもの。

　②学校から放課後等デイサービス、放課後クラブ、日中一時支援までの送迎

　③長期休業中に限り自宅から放課後等デイサービス、放課後クラブ、日中一時支援までの送迎

■対象

①身体障害者手帳の交付を受けている、視覚・聴覚障がいまたは全身性障がい(※)のある方。

※上肢障がい1級かつ下肢障がい1級、または体幹機能障がい1級

③精神障害者保険福祉手帳の交付を受けており、高次脳機能障がいの特性により外出時の移動に支援

が必要な方

■移動支援を利用できる「外出」の範囲

通学支援

　都内の特別支援学校又は公立小学校・中学校への通学のうち、①～③に該当するもの。

　②学校から放課後等デイサービス事業所までの送迎

　③放課後等デイサービス事業所から自宅までの送迎(長期休暇中のみ) 身体

74

車いすの無料貸出し

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域支援事業課　地域福祉係

〒150-8010　宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域共生推進課　地域福祉係

〒150-8010 宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

社会福祉協議会

77

手話通訳者の派遣(区の制度)

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域支援事業課　地域福祉係

〒150-8010　宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域共生推進課　地域福祉係

〒150-8010 宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

社会福祉協議会

77

要約筆記者の派遣(区の制度)

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域支援事業課　地域福祉係

〒150-8010　宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域共生推進課　地域福祉係

〒150-8010 宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

社会福祉協議会

79
点字広報・声の広報 渋谷区ニュース(月2回) 発行元

広報コミュニケーション課広報プロモーション係

渋谷区ニュース(月2回)発行元

広報コミュニケーション課広報係

広報コミュニケーション課

82
対面朗読サービス(中央・本町図書館で実施) 来館可能な区内在住・在勤・在学の方で、障がい、病気やけがなどにより読書が困難な方 来館可能な都内在住・在勤・在学の方で、障がい、病気やけがなどにより読書が困難な方

学びとスポーツ部図書館事業課

83
白根図書サービススポット リフレッシュ氷川図書サービススポット　東1-26-23　電話 5466-7700 白根図書サービススポット　東4-9-1白根記念渋谷区郷土博物館・文学館　電話 3486-2820

学びとスポーツ部図書館事業課

92
区立文化施設等の入館料・観覧料免除 白根記念渋谷区郷土博物館・文学館

※総合改修工事に伴い令和9年2月28日(日)

(予定)まで休館

白根記念渋谷区郷土博物館・文学館

文化振興課

97
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別

割)

自動車税・軽自動車税の減免

①障がいのある方のためにもっぱら使用する自動車に係る減免制度

一定の要件を満たす場合、自動車税・軽自動車税の減免を受けることが出来ます。

自動車税(環境性能割・種類割)・軽自動車税(環境性能割・種別割)の減免

①障がいのある方のためにもっぱら使用する自動車に係る減免制度

一定の要件を満たす場合、自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種類割)の減免を

受けることが出来ます。

税務課

98
自動車税(環境性能割・種別割)・軽自動車税(環境性能割・種別

割)

②構造上もっぱら障がいのある方の利用に供する自動車に係る減免制度

障がいのある方がもっぱら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を取り付けるなどの特別仕様の自動車で、現に当

該自動車の使用の目的のために供されているものについては、申請により自動車税の減免を受けることができます。

■申請先等

税の種類 自動車税、軽自動車税　軽自動車税

②構造上もっぱら障がいのある方の利用に供する自動車に係る減免制度

障がいのある方がもっぱら利用するため、車いすの昇降装置、固定装置または浴槽を取り付けるなど

の特別仕様の自動車で、現に当該自動車の使用の目的のために供されているものについては、申請に

より自動車税(環境性能割・種別割)の減免を受けることができます。

■申請先等

税の種類 自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)　軽自動車税(種別割)

税務課

100
都営住宅の申し込み 優遇内容(一部の住宅で一般の人より有利な当選率で受けられる場合があります。)カッコ内追記。

車いす使用者世帯向住宅(ポイント方式)

申込対象

あき家単身者向住宅(抽選)

毎月募集

住宅政策課

103

生活福祉資金の貸付

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域支援事業課　地域福祉係

〒150-8010　宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域共生推進課　地域福祉係

〒150-8010 宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

社会福祉協議会

105

生活福祉資金の貸付(就職・自営業・技能習得)

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域支援事業課　地域福祉係

〒150-8010　宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域共生推進課　地域福祉係

〒150-8010 宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

社会福祉協議会

109 [コラム]障がい者支援事業所を紹介する冊子「つながりカタロ

グ」を配布しています

電話　3780-9656 電話  3463-1922

施設

112

はぁとぴあキッズ（児童発達支援）

■費用

■対象　に追記

0歳から2歳までの児童(年度内に満3歳に達した児童で、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を含みます)は渋谷区の独

自助成により無償化を

実施します。

施設
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障がい者福祉のてびき2025変更・修正一覧（2026.4.1時点）

ページ 項目 変更・修正　後 変更・修正　前 係(または担当)

113

代々木の杜ピア・キッズ

■費用

■対象　に追記(児童発達支援、保育所等訪問支援のみ)

0歳から2歳までの児童(年度内に満3歳に達した児童で、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を含みます)は渋谷区の独

自助成により無償化を

実施します。

施設

114
りばぁさいど原宿（Seamless Support Labs ライズ・スプレッ

ド）

■費用

■対象　に追記(児童発辰支援、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援のみ)

0歳から2歳までの児童(年度内に満3歳に達した児童で、満3歳に達する日以降の最初の3月31日までの児童を含みます)は渋谷区の独

自助成により無償化を

実施します。

施設

127

福祉活動助成事業

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域支援事業課　地域福祉係

〒150-8010　宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域共生推進課　地域福祉係

〒150-8010 宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

社会福祉協議会

127

手話講習会

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域支援事業課　地域福祉係

〒150-8010　宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域共生推進課　地域福祉係

〒150-8010 宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

社会福祉協議会

129

やすらぎサービス(住民参加型在宅福祉サービス)への参加

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域支援事業課　地域福祉係

〒150-8010　宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

■問い合わせ先

渋谷区社会福祉協議会　地域共生推進課　地域福祉係　やすらぎサービス担当

〒150-8010 宇田川町1-1　区役所本庁舎2階

電話5457-2200　FAX3476-4904

社会福祉協議会

130
知的障がい者移動支援従業者

知的・精神障がい者移動支援従業者（ガイドヘルパー）養成研修 知的障がい者移動支援従事者(ガイドヘルパー)養成研修

知的

130

知的障がい者移動支援従業者（ガイドヘルパー）養成研修

問い合わせ先変更

（新）障がい者福祉課　知的福祉係

電話：3463-1978

（旧）障がい者福祉課　経理係

電話：3463-1936

知的

146
訪問系サービス

別紙「削除変更新規追加事業所一覧」参照

知的

146
訪問系サービス

廃止 事業所名　ハートピア・ユニコーン

知的

149

指定相談支援事業所

3COCORO(こころ)

宇田川町1-1

渋谷区役所庁舎5階

電話　6455-0531

太字部分追記。

3COCORO(こころ)

宇田川町1-1

経理

149

児童発達支援

事業所追加

事業所名：アイビーキッズ代々木西参道

住所：代々木４－２７－６

電話番号：03-6300-7034

運営法人：ＨＩＴＯＷＡキッズライフ株式会社

※児童発達支援のみ

知的

149

児童発達支援

事業所追加

事業所名：Ｌｉｉｓｐｏｒｔｓｓｔｕｄｉｏ幡ヶ谷

住所：幡ヶ谷２－１８－１　京旺ビル２階

電話番号：070-9352-2052

運営法人：株式会社リィ

※児童発達支援のみ

知的

149

児童発達支援・放課後等デイサービス

事業所追加

事業所名：ＫＩＤ　ＡＣＡＤＥＭＹ＋西新宿５丁目校

住所：本町３－２２－３

電話番号：03-6383-3023

運営法人：ＩＢＪファイナンシャルアドバイザリー株式会社

※児童発達支援・放課後等デイサービスの両方運営

知的

149
児童発達支援・放課後等デイサービス 事業所名：児童発達支援・放課後等デイサービス　マリリン　スポーツ塾Go→マリリンスポーツ塾Go 事業所名：児童発達支援・放課後等デイサービス　マリリン　スポーツ塾Go

知的

149

放課後等デイサービス

事業所追加

事業所名：澁谷あいだっく

住所：上原３－２３－５　オーガストハウス１階

電話番号：03-5738-8933

運営法人：株式会社アイダックデザイン

※放課後デイサービスのみ

知的

149
放課後等デイサービス

事業所名削除 事業所名：特別支援教育研究所　Ｗｉｓｈ

知的

149
児童発達支援・放課後等デイサービス

事業所名：アイビージュニア西新宿５丁目

事業所欄削除

知的

150
指定相談支援事業所

7相談支援センター樹音

主たる対象→身体に〇を追加

経理

150

指定相談支援事業所

11 AHIソーシャルサポートオフィス

主たる対象→児に〇を追加

070-5557-8083

11 AHIソーシャルサポートオフィス

070-6383-3162

経理

150
指定相談支援事業所

12 渋谷区障がい者　基幹相談支援センター

主たる対象：難病等削除

経理

150
指定相談支援事業所

17　一般社団法人Relation（リレーション）

削除

経理

150
指定相談支援事業所

19　メディリス相談支援センター

削除

経理

150

指定相談支援事業所

事業所追加

事業所名：相談支援センター来音

住所：代々木2-27-8-402

電話番号：050-5799-8648

経理

151

渋谷区障害者団体連合会加入団体

幡ヶ谷会

所在地・連絡先：代表者名

〒151-0072

渋谷区笹塚2-42-15-401　幡ヶ谷二丁目住宅

電話番号　090-8744-0535

金子重春

幡ヶ谷会

所在地・連絡先・代表者名

笹塚1-61-8-609

電話番号　090-9827-1759

千葉　恒也

計画
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153

渋谷区障害者団体連合会加入団体

認定NPO法人よりどりみどり

・みどり工房

大角正司

認定NPO法人よりどりみどり

・みどり工房

大角庄司

155

障がい者虐待に関する相談窓口

■通報先

(略)

〇渋谷区障がい者基幹相談支援センター　電話：6416-5893

■通報先

(略)

〇渋谷区障がい者基幹相談支援センター　電話：3463-2388

福祉計画推進係

165

渋谷区障がい者基幹相談支援センター

区役所本庁舎2階

電話：6416-5893

FAX：6277-5643

区役所本庁舎5階

電話：5457-0887

FAX：3477-2525

福祉計画推進係

165
高次脳機能障がい専門相談ダイアル

高次脳機能障がい専門相談ダイアル

(渋谷区障がい者基幹相談支援センター内)

※月～金曜日　9時～17時(祝日、年末年始を除く)

事業所は変更、ダイアルは変更なし。

福祉計画推進係

165
ダイヤルガイド

障がい者福祉施設係　電話　3780-9656 障がい者福祉施設係　電話　調整中

施設

165
ダイヤルガイド

新規施設

にこっと原宿　電話　03-6803-8652

施設

166

区内の支援機関

追加

渋谷区社会福祉協議会　地域総合相談支援係

区役所本庁舎2階

電話 6452-5072

FAX 3476-4904

社会福祉協議会

166

区内の支援機関

削除 渋谷区社会福祉協議会 地域福祉係

区役所本庁舎2階

電話 5457-2200

FAX 3476-4904

社会福祉協議会

147-

148 就労継続支援（A型・B型）

精神

147-

148
就労移行支援

精神

147-

148
就労選択支援

安田

147-

148
自立訓練（生活訓練・機能訓練）

精神

147-

148
共同生活援助（グループホーム）

安田

問い合わせ先

渋谷区福祉部障がい者福祉課福祉計画推進係

電話　03－3463-1922

FAX　03－5458－4935

２０２３年４月時点で事業内容等に変更があったものを正誤表に掲載いたしました。

また、６月以降に一部変更になったものについても掲載しております。

別紙【新規追加・削除】就労選択支援、自立訓練、共同生活援助 を参照

別紙【新規追加・削除】就労選択支援、自立訓練、共同生活援助 を参照

別紙【新規追加・削除】就労選択支援、自立訓練、共同生活援助 を参照

別紙【新規追加・削除】就労選択支援、自立訓練、共同生活援助 を参照

別紙【新規追加・削除】就労選択支援、自立訓練、共同生活援助 を参照
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